
令和7年度（2025年度）八王子市重度障害者日中活動系サービス受入促進事業補助金交付要綱 

令和 7年（2025年）4月 1日施行 

 

第1条 通則 

 重度障害者日中活動系サービス受入促進事業補助金については、予算の範囲内において交付す

るものとし、補助金等の交付の手続等に関する規則（昭和３５年八王子規則第１９号）に定める

もののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

第2条 交付の目的 

この補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１項及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に基づく障害児通所支援に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営

利活動法人、一般財団法人（公益財団法人を含む）、一般社団法人（公益社団法人を含む）、医療

法人、学校法人又は宗教法人（以下「法人」という。）が、八王子市の区域内に設置する指定障

害福祉サービス事業所（法第３６条第１項の規定により八王子市長または東京都知事が指定した

サービス事業所をいう。以下「事業所」という。）等の運営に要する費用の一部を補助すること

により、重度障害者の日中活動の場を確保することをもって、重度障害者の福祉の向上を図るこ

とを目的とする。 

 

第3条 交付の対象 

この補助金は、八王子市の区域内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所等であって、

次の各号のいずれかに該当するものを交付の対象とする。 

1 法第５条第１項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれか

一つ又は複数を行う事業所 

2 児童福祉法第６条の２の２に規定する障害児通所支援事業のうち、児童発達支援、放課後等

デイサービスのいずれか一つ又はその両方を行う事業所 

3 ただし、以下に定める施設を除く。 

（１） 東京都重症心身障害児（者）通所事業を実施する施設 

（２） 介護保険法第８条第１項、同法第８条第１４項、同法第８条の２第１２項に規定する事

業を実施しており、新たに法第４１条の２第１項に規定する共生型障害福祉サービス事

業者として指定を受けた施設 

 

第4条 補助対象経費 

1 この補助金の交付対象となる経費は、前条に該当する事業所等の運営に要する経費とする。 

2 補助事業を実施する年度（以下「事業実施年度」という。）の４月１日から３月３１日

までに支払いが完了した経費を補助対象とする。ただし、事業実施年度の支出であって、

３月３１日までに支出が完了しない経費については、市の出納整理期間中に支払額を確

定し、経費の支払いを確認できる場合にのみ補助対象とする。 

 

第5条 補助金交付額の算定方法 

この補助金の算定方法は別紙 1のとおりとする。 

 

第6条 補助金の交付申請 

この補助金の交付を受けようとする法人は、第１号様式による補助金交付申請書に関係書類を

添えて、八王子市長（以下「市長」という）の指定する期日までに提出しなければならない。 



 

第7条 補助金の変更交付申請 

この補助金の交付申請の内容を変更しようとする法人は、第４号様式による変更交付申請書に

関係書類を添えて、市長の指定する期日までに提出しなければならない。 

 

第8条 補助金の交付の決定 

 市長は、第１号様式又は第４号様式による補助金の交付申請又は変更交付申請があったときは、

当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行い補助金を交付すべきものと認め

たときは、その決定の内容及び交付の条件を、第２号様式による交付決定通知又は第５号様式に

よる変更交付決定通知書により、法人に通知するものとする。 

 

第9条 補助金の請求 

 第 8条の規定による交付の決定を受けた法人は、第３号様式による請求書により市長に請求す

るものとする。 

 

第10条 補助金の交付 

 この補助金は第 8条の決定に基づき概算交付する。 

 

第11条 交付の条件 

 この補助金の交付の条件は、別紙 2のとおりとする。 

 

第12条 補助金の取消し 

 市長は、法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、社会福祉法（昭和２６年法

律第４５号）又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した交付対象事業所に対しては、補助

金の一部又は全部を交付しないことができる。 

 

第13条 事情変更による決定の取消し等 

市長は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、

この補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付の決定の内容若しく

はこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部

分については、この限りでない。 

 

第14条 事故報告等 

法人は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市

長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

第15条 実績報告の提出 

法人は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときの

いずれか早い方の日から３０日以内に、第６号様式による実績報告書を市長に提出し、精算する

こと。２の（２）の規定により中止又は廃止の承認を受けた場合もまた同様とする。 

 

第16条 補助金の額の確定等 

市長は、第 15 条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に

応じて現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第７号様式により法



人に通知する。 

 

第17条 是正のための措置 

市長は、第 16 条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及

びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、法人に対し、当該補助事業につき、これに適

合させるための処置をとることを命ずるものとする。 

 

第18条 決定の取消し 

1 市長は、法人が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り消すものとする。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定後に暴力団の利益となる利用であることが判明したとき。 

（４） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付の決定に

基づく命令に違反したとき。 

2 １の規定は、第 16条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

 

第19条 補助金の返還 

1 市長は、第 13 条又は第 18 条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に法人に補助金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

2 市長は、第 16条の規定により法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 

 

第20条 その他 

1 この補助金については、効果検証を行うなど、補助金制度見直し方針とあわせて見直しを行

うこととする。 

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和 7年（2025年）４月１日から適用する。 

 



別紙 1  

 

1 本補助制度における超重症者（児）及び重度障害の定義 

（１） 超重症者（児） 

医療的ケア判定スコア 25点以上 

市が定める様式「要個別支援児シート」20点以上 

（２） 重度障害 

(ｱ） 医療的ケアを要する障害者（児） 

医療的ケア判定スコア 16点以上 24点以下 

(ｲ） 障害者 

障害者支援区分 6 

障害者支援区分 5 

(ｳ） 障害児 

知的障害者手帳 1,2度 

身体障害者手帳 1,2級 

医師等から大島分類 1～4に該当するとされた者 

市が定める様式「要個別支援児シート」10点以上 20点未満 

 

2 補助額算定方法 

事業所定員に対する超重症者（児）及び重度障害者（児）の受入割合を月ごとに算出し、受

入率に応じて補助する。ただし受入率は、超重症者受入率と重度障害者（児）受入率合わせ

て 100を上限とする。 

（１） 受入割合の算出方法 

ア 障害者施設 

(ｱ） 超重症者を受け入れている場合 

①超重症者の受入率 

月初日に在籍する、本補助制度に規定する超重症者数（援護地が市外の者について

は、一人を 0.5単位とする）を定員で除した数×100 

※小数点以下は切り捨てとする。 

②重度障害者の受入率 

利用実績のある（月に 1度も利用していない方は実績なしのため、本補助の対象に

あたらない）、本補助制度に規定する重度障害者数（援護地が市外の者については、

一人を 0.5単位とする）を定員で除した数×100 

 ※小数点以下は切り捨てとする。 

(例） 

定員 20名の障害者施設において、2名の八王子市を援護地とする超重症者と、10名

の八王子市を援護地とする重度障害者が在籍・利用した月の受入率 

⇒超重症者受入率……2÷20×100＝10  超重症者受入率は 10 

⇒重度障害者受入率…10÷20×100＝50  重度障害者受入率は 50 

(ｲ） 重度障害者のみを受け入れている場合 

利用実績のある（月に 1度も利用していない方は実績なしのため、本補助の対象に

あたらない）、本補助制度に規定する重度障害者数（援護地が市外の者については、

一人を 0.5単位とする）を定員で除した数×100 

 ※小数点以下は切り捨てとする。 

（例） 



定員 40名の障害者施設において、7名の八王子市を援護地とする重度障害者が利用

した月の受入率 

⇒7÷40×100＝17.5     受入率は 17 

定員 20名の障害者施設において 5名の八王子市を援護地とする重度障害者と 5名の

市外を援護地とする重度障害者が利用した月の受入率 

⇒（5＋5×0.5）÷20×100＝37.5  受入率は 37 

イ 障害児施設 

(ｱ） 超重症者を受け入れている場合 

①超重症者の受入率 

月初日に在籍する、本補助制度に規定する超重症者数（援護地が市外の者について

は、一人を 0.5単位とする）を定員で除した数×100 

※小数点以下は切り捨てとする。 

②重度障害者の受入率 

月初日に在籍する、本補助制度に規定する重度障害者数（援護地が市外の者につい

ては、一人を 0.5単位とする）を定員で除した数×100 

※小数点以下は切り捨てとする。 

(例） 

定員 10 名の障害児施設において、8 名の八王子市を援護地とする超重症児と、2 名

の八王子市を援護地とする重度障害児が在籍している月の受入率 

⇒超重症者受入率……8÷10×100＝80  超重症者受入率は 80 

⇒重度障害者受入率…2÷10×100＝20  重度障害者受入率は 20 

 

(ｲ） 重度障害児のみを受け入れている場合 

月初日に在籍する、本補助制度に規定する重度障害児数（援護地が市外の者につい

ては、一人を 0.5単位とする）を定員で除した数×100 

※小数点以下は切り捨てとする。 

（例） 

定員 10 名の障害児施設において 15 名の八王子市を援護地とする重度障害児が在籍

している月の受入率 

⇒15÷10×100＝150   受入率は 100（100を上限とするため） 

 

（２） 補助額算定式 

ア 超重症者（児）を受け入れている施設 

超重症者（児）年間受入率×1,000 円+重度障害者（児）年間受入率×500円 

イ 重度障害者（児）のみを受け入れている施設 

重度障害者（児）年間受入率×500 円 

  

 



別 紙 2  

 

交 付 の 条 件 

 

この補助金は次に掲げる条件を付して交付する。 

 

1 補助金の交付時期及び交付回数 

補助金の交付時期及び交付回数は、４月末、１０月末の年２回とする。ただし、市長が特

別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

2 承認事項 

法人は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

ただし、（１）に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。 

（１） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

3 状況報告 

   法人は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければ

ならない。 

4 遂行命令及び遂行の一時停止命令 

（１） 市長は、法人が提出する報告及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第

２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した

条件に従って遂行されていないと認めるときは、法人に対しこれらに従って当該補助事業

を遂行すべきことを命ずるものとする。 

（２） 法人が（１）の命令に違反したときは、市長は、法人に対し、当該補助事業の一時停止

を命ずることものとする。 

5 事業の照会 

市長は、暴力団による利用であるかを確認する必要がある場合において、所轄の警察署へ

照会するものとする。 

6 他の補助金等の一時停止等 

市長は、法人に対し補助金の返還を命じ、法人が当該補助金の全部又は一部を納付しない

場合において、法人に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、

相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するもの

とする。 

７ 財産の管理義務 

補助事業により取得した財産については、取得後及び助成事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

８ 関係書類帳簿の整理保管 

補助事業者は、補助事業に係る収入、支出その他の関係書類を、当該事業の属する会計年

度終了後５年間整理保管しなければならない。 

９ 事業の監査 

補助事業者は、市長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応じなければなら

ない。 

 


